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○ご存知ですか？国民年金の任意加入制度
　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20
歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなけ
れば、満額の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料
の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳か
ら65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して
保険料を納めることにより、満額に近づけること
ができます。
　なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の
納付済期間や保険料の免除期間等が原則として25
年以上必要となりますが、この要件を満たしてい
ない場合には、70歳になるまで任意加入すること
ができます。（ただし、昭和40年４月１日以前に生
まれた方に限られます。）
　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民
年金に任意加入することができます。

○国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間があ
る方へ
　国民年金保険料の追納をお勧めします！
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・
法定免除）、若年者納付猶予、学生納付特例の承認
を受けられた期間がある場合、保険料を全額納め

た方と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる
年金）の受け取り額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る
老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれ
ば遡って古い月分から納める（追納）ことができ
ます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度
から起算して３年度目以降の追納の場合、当時の
保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

　詳しくは、八戸年金事務所または、六戸町役場年
金係までお問い合わせください。
国民年金保険料専用ダイヤル　☎0570－011－050
八戸年金事務所　お客様相談室　☎0178－43－7368

・一部免除を受けた期間は、残りの納付すべき保険料が
納付されていなければ追納はできません。

・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法定免除・
申請免除期間」より古い（先に経過した）月分である場
合は、「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が優先し
ます。
・「法定免除・申請免除期間」が「若年者納付猶予・学
生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、
どちらを優先して納めるか本人が選択できます。
・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」の中では、先
に経過した月分から納めることになります。
・「法定免除・申請免除期間」の中では、先に経過した月
分から納めることになります。
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　今年の東京六戸会秋の親睦行事は“帝国ホテル
（ランチ）と東京スカイツリーはとバスツアー”に決
まりました。昨年は予約に失敗しましたが今年は３
か月前に予約を入れ、30名を確保しました。バスツア
ーは”築地場外市場（自由散策・ショッピング）～帝
国ホテルで昼食～銀座ドライブ～東京スカイツリー
展望デッキ“となっています。
　行楽シーズンの一日、ご家族、お友達をお誘いの上、
ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

●日　時　　10月18日㊐　出発；９：30
　　　　　　　　　　　　終了；15：40
●集合場所　東京駅丸の内南口はとバス前

　　　　　　解散場所も同じ　
●行　程　　築地場外市場（60分）～帝国ホテル

（60分）～東京スカイツリー（80分）
●参加費　　大人 ９,000円（18才以上）
　　　　　　中人 ８,500円（12～17才）
　　　　　　小人 ４,500円｛４～11才｝
　　　　　　参加費は当日集めます。
●人　数　　30名（先着順）
●申込方法　同封のはがきで申込んでください。
●締　切　　９月20日（必着）
　　　　　　30名になり次第締め切ります。
　
－問い合わせ先－
東京六戸会事務局　高坂　忠（七百中33年度卒）
　〶349－0144　埼玉県蓮田市椿山３－18－４
　☎048－768－0940（FAX共用）
　携帯：090－2205－2603
　E-mail；t-kosaka@kyj.biglobe.ne.jp


